
川崎市民間保育所施設整備費等補助金交付要綱 

 

平成２０年８月１日 

２０川市こ福第５３５号市長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市が計画し、民間法人等が整備する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第３９条第１項に規定する保育所及び同法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を

行う事業所（以下「施設」という。）の整備に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金

を交付することにより、保育所整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）新設 新たに施設を整備することをいう。 

（２）増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすることをいう。 

（３）改築 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備をすること及び地震防災上倒壊等の

危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又は補強等の

整備を行う事業（以下「耐震化等整備事業」という。）のうち改築整備をすることをいう。 

（４）増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに、既存施設の改築

整備をすることをいう。 

（５）一部改築 既存施設の一部に対して改築整備をすることをいう。 

（６）大規模修繕 既存施設について令和５年８月２２日こ成事第４２６号こども家庭庁成育局長

通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」に準じて

整備すること及び耐震化等整備事業のうち改築整備を除く整備をいう。 

（７）一般整備 市有地（借地を含む。）又は民有地における新設及び既存施設における増築、改

築、増改築、一部改築及び大規模修繕を行うことをいう。 

（８）防犯対策強化整備 施設の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置や外構

等の設置・修繕等、必要な安全対策に係る整備を行うことをいう。 

（９）防音壁整備 近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所等に対して、防音壁等の  

防音にかかる整備を行うことをいう。 

（１０）耐震診断 耐震化整備を行うことを予定している既存施設について、事前に耐震診断を行

うことをいう。 

（補助対象事業者等） 

第３条 この要綱において補助の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人若しくは社会福祉 

法人設立及び保育所設置を同時に行うための準備をしている団体で川崎市長（以下「市長」とい

う。）が認めたもの又は日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人若しくは児童福祉法第５６

条の８に規定する公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人として市長が指定したも

のとする。ただし、小規模保育事業の場合は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に

規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園を運営し、当該

幼稚園又は幼保連携型認定こども園を小規模保育事業の連携施設として設定することを前提と



して施設整備を行う法人とする。 

（２） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律 

第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園の認可を受けている又は認可を受

けることを前提として当該幼保連携型認定こども園を構成する、児童福祉施設としての保育を

実施する部分の一般整備を行う学校法人とする。 

２ 前項に規定する法人等において、代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行 

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

に該当する者がある場合は補助対象事業者としないものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 この要綱において補助の対象となる経費は、別表第１に掲げるもののうち、国庫補助の内

示を得られたものとする。 

（補助の必要条件） 

第５条 補助の対象となる施設は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 

（１）設備及び運営は、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年川崎

市条例第５６号）、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例（平成２６

年川崎市条例第３５号）その他本市の定める基準に適合するものであること。 

（２）整備に要する費用について財源措置が確実なものであると市長が認めるもの。 

（３）１０年以上継続して運営が確保できるものであると市長が認めるもの。 

（補助金額の算定） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる整備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

し、対象経費の実支出額が当該各号で算出した本市補助基準額に満たない場合は実支出額とす

る。 
（１）一般整備（小規模保育事業を除く。）、耐震診断、防犯対策強化整備及び防音壁整備 別表第２

に掲げる補助基準額に補助率を乗じて得た額。ただし、別表第１に掲げる対象経費区分のうち

「その他」に該当するものについては、市長が必要と認める額とすることができる。 

（２）一般整備（小規模保育事業に限る。）  別表第３に掲げる補助基準額に補助率を乗じて得た

額。ただし、別表第１に掲げる対象経費区分のうち「その他」並びに別表第３に掲げる１

（１）「建築工事費」の工事区分のうち「増築・改築・増改築・一部改築」及び「大規模修

繕」に該当するものについては、市長が必要と認める額とすることができる。 
（端数処理） 

第７条 前条の規定により算出した対象経費区分ごとの補助金の額に 1,000 円未満の端数がある場

合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、工事請負契約、設計監理委託契約、設計委託契約、

耐震診断委託契約及び備品購入契約締結前に、民間保育所施設整備費等補助金交付申請書（第１

号様式）により、市長あて申請するものとする。 

（交付の決定及び通知） 

第９条 市長は、前条に規定する補助の申請があったときは、補助申請について内容審査の上、補

助の適否及び補助金額を決定し、補助金の申請をした者に補助金交付指令書（第２号様式）によ

り通知するものとする。 

（補助金の交付等） 



第１０条 市長は、設計及び工事の進捗状況に応じ、実地検査の上、適当と認めた場合に補助金を

交付するものとする。また、市長が必要と認めたときは、補助金の一部を前払にて支払うことが

できる。 

２ 補助金の額は、前条に定める指令書により別途明示するものとする。 

３ 補助金の請求は、交付時期に合わせて行うものとする。 

（市内中小企業者への優先発注等） 

第１１条 補助の決定を受けた者は、工事請負契約、設計監理委託契約及び設計委託契約の締結に

際し、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７号）第

５条第２項にいう中小企業者をいう。以下同じ。）による一般競争入札を実施しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名競争入札の実施により

事業者を決定することができる。ただし、５者以上を指名し、うち市内中小企業者を半数以上と

しなければならない。 

（１）別表第１に掲げる建築工事費及び防音壁整備費に必要な経費の予定価格が 100,000,000 円以

下となる工事請負契約を締結するとき。 

（２）別表第１に掲げる設計監理費、設計費及び耐震診断費に必要な経費の委託契約を締結すると

き。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約により契約を

締結することができる。 

（１）工事請負契約、設計監理委託契約及び設計委託契約等の締結に際し、市長が競争入札に適さ

ないものと認めたとき。 

（２）備品購入契約及び防犯対策強化整備に係る契約を締結するとき。ただし、１件 1,000,000 円

を超える契約については、原則として、市内中小企業者２者以上から見積書を徴取しなければ

ならない。 

４ 前３項の規定により、市内中小企業者による入札を実施し、又は市内中小企業者から見積書を

徴取する場合は、誓約書（第３号様式）を提出させるものとする。ただし、川崎市競争入札参加

資格名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として登載されている者、又は当該補助

事業者に対して直近の４月１日以降に登載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金の

額、職員総数）に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

（届出等） 

第１２条 補助の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を

市長に届け出なければならない。この場合において、第４号及び第５号に該当する場合は、その

理由を付して市長の承認を得なければならない。 

（１）工事請負契約、設計監理委託契約、設計委託契約、耐震診断委託契約及び備品購入契約に係

る整備契約手続きを行うとき。 

（２）工事に着手したとき。 

（３）工事を完了したとき。 

（４）事業計画等申請内容に変更が生じたとき。 

（５）事業を中止し、又は廃止する場合 

 （補助金の変更交付） 

第１３条  補助の決定を受けた者は、補助金額に変更が生じる場合、民間保育所施設整備費等補助



金変更交付申請書（第４号様式）に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 第９条の規定は、前項の場合において準用する。 

（補助金の返還等） 

第１４条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助の決

定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）補助の目的に反して補助金を使用したとき。 

（２）不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。 

（３）補助対象施設において、政治的活動又は布教活動を行ったとき。 

（４）その他この要綱に違反したとき。 

（財産処分の制限） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認

を受けることなく補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は取り

壊し（以下「財産処分」という。）てはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助事業等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に定める期間内に財産処

分を行うことができる。この場合において、市長は交付した補助金を返納させることができるも

のとする。 

（事業実績報告） 

第１６条  補助金の交付を受けた者は、当該事業が完成したときは、速やかに実地検査を受けると

ともに民間保育所施設整備費等補助金事業実績報告書について（第５号様式）及び発注実績報告

書（第６号様式）に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、第１１条第３項各

号に規定する随意契約により契約を締結した場合（第２号ただし書きの場合を除く）は、入札（見

積り）が行えないことに係る理由書（第７号様式）も併せて市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定等通知） 

第１７条  市長は、前条の規定に基づく実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び   

  必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容     

及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、川崎市民間保育所整備費等補助金交付額確定通知書（第８号様式）によ

り、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額と、第９条に規

定する交付の決定の額が同額の場合には、交付額確定通知書による通知は省略することができる

ものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書（民

間保育所施設整備費等補助金）（第９号様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。

ただし、補助金の交付を受けた者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等で

あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等が消費税及び地方消費税

の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告に基づき報告を行うもの

とする。 



２ 前項の報告があった場合には、補助金の交付を受けた者は、前項の仕入控除税額から補助金の

額の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を控除した額を返還するものと

する。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、こども未来局長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２０年８月１日から施行し、適用する。 

 （川崎市民間保育所施設整備費等補助要綱の廃止） 

２ 「川崎市民間保育所施設整備費等補助要綱」は廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、適用するものとする。ただし、平成２２年４月１

日以前に申請のあったものについては、従来の取り扱いをするものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、適用するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年１月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年３月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年５月９日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第２の補助基準額に定める建築工事費の新設、増築、改築及び増改築における１㎡あたり

の本市補助単価は、この要綱の施行日前から継続する事業の補助金額の決定に係る補助基準額の

算定においては、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第２の補助基準額に定める土地賃借料の算定について、この要綱の施行日前に第９条の交

付の決定及び通知をしたものにおいては、なお従前の例による。 



 （物価高騰対策等に伴う特例） 

３ 別表第２に定める基準額に係る適用について、令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

の間、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。ただし、令和４年度以前の事業実績予定分について、施行日以降の実施となる場合において

は、なお従前の例による。 

読み替える

規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

別 表 第 ２

（１） 

・ア １㎡当たりの本市補助単価 

（310,000 円／㎡とする。）に定め

る補助基準面積（加算面積を含

む）を乗じて得た額。 

・ア １㎡当たりの本市補助単価 

（355,000 円／㎡とする。）に定める

補助基準面積（加算面積を含む）を

乗じて得た額。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和６年５月７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（物価高騰対策等に伴う特例の終了） 

２ 令和５年４月１日に施行した別表第２に定める基準額の読み替えについて、令和６年４月１日

以降に実施される事業には適用しないものとする。ただし、令和５年度時点で第９条における交

付の決定がされている事業については、前項の適用日以降の実施となる場合においても、なお従

前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１１月２６日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 （物価高騰対策等に伴う特例） 

２ 別表第２に定める基準額に係る適用について、令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

の間、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。ただし、令和６年度以前の事業実績予定分について、施行日以降の実施となる場合において

は、なお従前の例による。 

読み替える

規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

別 表 第 ２

（１） 

・ア １㎡当たりの本市補助単価 

（310,000 円／㎡とする。）に定め

る補助基準面積（加算面積を含

む）を乗じて得た額。 

・ア １㎡当たりの本市補助単価 

（378,000 円／㎡とする。）に定める

補助基準面積（加算面積を含む）を

乗じて得た額。 

 

  



別表第１（第４条及び第１１条関係） 

 

対象経費区分 内   容 

施

設

整

備

費 

建築工事費 施設整備に必要な工事請負費 

設計監理費 工事施工に直接必要な設計監理費 

設 計 費 施設整備に必要な基本設計、実施設計、地質調査費 

耐 震 診 断 耐震診断に要する経費 

設

備

整

備

費 

初度調弁費 

施設整備に必要な備品購入費。 

なお、備品とは、比較的長期間にわたって、その品質や

形状を変えることなく、使用、保存できるものをいい、消

耗品（一回又は短期間の使用によって消耗するもの）を除

く。 

防犯対策強化 

整備費 

非常通報装置・防犯カメラ設置や外構等の設置・修繕等

必要な安全対策に係る整備費 

ただし、当該整備費については、一般整備及び防音壁整

備と併せた申請に限る。 

防音壁整備費 
防音壁、防音ガラス、防音床等、防音にかかる必要な整

備費 

土地賃借料 仮設施設整備工事に伴う土地の賃借料 

そ

の

他 

地中障害物の撤去に係る費用や脆弱な地盤を改良するために要する費用等、補助

事業者の責に帰さない事由があり、かつ市長が特に必要であると認めたもの。 

また、経済対策の臨時交付金等で、市長が特に必要であると認めたもの。 

 

  次の費用は、補助の対象としない。  

（１）土地の買収に要する費用 

（２）職員の宿舎に要する費用 

（３）その他整備費として適当と認められない費用 

（４）防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用 

（５）防音壁整備事業における、防音に係る整備以外を目的とした整備に要する費用 

  



別表第２（第６条第１項第１号関係） 

 

１ 補助基準額 

（１） 建築工事費 

工事区分 補助基準面積 補 助 基 準 額 

新 設 

定員１人当たりの面積×定員 

ア １㎡当たりの本市補助単価 

（310,000 円／㎡とする。）に定める

補助基準面積（加算面積を含む）を

乗じて得た額。 

 

イ 公立保育所の民営化を伴う整備の

場合は、左欄に定める面積に５％を

加算して補助基準面積とする。 

 

 

定員区分 
１人当たり

面積 

２０～ ３０人 

３１～ ４５人 

４６～ ９０人 

９１～１２０人 

１２１～１５０人 

１５１～１８０人 

１８１～２１０人 

２１１～２４０人 

２４１～２７０人 

２７１人以上 

 

 

９．４㎡ 

７．２㎡ 

６．２㎡ 

６．０㎡ 

５．８㎡ 

５．６㎡ 

５．５㎡ 

５．４㎡ 

５．３㎡ 

市長が承認

した面積 

 

低年齢（０・１歳）

児の受入れを促進す

るために、乳児室及び

ほふく室を整備する

場合の加算面積 

３０．０㎡ 

一時保育事業のた

めの保育室等を整備

する場合の加算面積 

５５．８㎡ 

地域における子育

て支援のための保育

室等を整備する場合

の加算面積 

８０．３㎡ 

乳幼児健康支援一

時預かり事業（病後児

保育事業）のための保

育室等を整備する場

合の加算面積 

１人当たり

面積 

９．３６㎡ 

夜間保育所を整備

する場合の加算面積 
５０㎡ 



改 築 

増改築 
 新設の場合に準じて算出した面積 

ア 新設の場合と同じ。 

 

イ 公立保育所の民営化・民設化に関

わる整備の場合は、左欄に定める面

積に５％を加算して補助基準面積

とする。 

 

ウ 解体撤去工事・仮設施設整備工事 

１㎡当たりの本市補助単価（解体撤

去工事は 30,000 円/㎡、仮設施設整備

工事は 100,000 円/㎡とする。）に実

行面積を乗じて得た額を上限とする。 

一部改築 

増  築 
新設の場合に準じて算出した面積 

ア 新設の場合と同じ 

イ 解体撤去工事・仮設施設整備工事 

１㎡当たりの本市補助単価（解体撤去

工事は 30,000 円/㎡、仮設施設整備工

事は 100,000 円/㎡とする。）に実行

面積を乗じて得た額を上限とする。 

ア、イで算出した額に対して、工事に

影響する定員数を整備後の総定員数

で除して得た数を、整備後の総定員数

の規模における基準額に乗じて得た

額を基準とする。 

大規模 

修 繕 

 １施設の総事業費５００万円以上のもので、本市の予算の範囲内とする。 

 ただし、国庫補助の内示が得られた事業に限る。 

 

 

（２） 設計費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

（１）で算出する補助基準額に３．５％を乗じて得た額。 

ただし、解体撤去・仮設施設整備に係る費用を除く。 

 

  



（３） 設計監理費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

（１）で算出する補助基準額に１．５％を乗じて得た額。 

ただし、解体撤去・仮設施設整備に係る費用を除く。 

 

 

 

（４）耐震診断 

工事区分 補 助 基 準 額 

耐震診断 

国庫補助の内示が得られた事業を対象とし、次のいずれか低い方の価格を基

準に市長が必要と認めた額とする。 

ア 公的機関等の見積り 

イ 工事請負業者２社の見積り 

 

 

（５） 初度調弁費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 

増 築 

 １人当たりの本市補助単価（45,000 円／人とする。）に定員（増築の場合

は増加定員）を乗じて得た額。 

改 築 

増改築 

 １人当たりの本市補助単価（45,000 円／人とする。）に定員（増改築の場

合は施設整備前の定員）を乗じて得た額の１／２。 

 増改築の場合は、さらに本市補助単価（45,000 円／人とする。）に施設整

備により増加した定員を乗じて得た額を加算する。 

一部改築 
１人当たりの本市補助単価（45,000 円／人とする。）に、工事に影響する

定員数を整備後の総定員数で除して得た額の１／２。 

 

 

（６）土地賃借料 

工事区分 補 助 基 準 額 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

土地賃借料については「民間児童福祉施設土地賃借料助成金交付要綱」に

準じて得た額とする。 

  



（７）防犯対策強化整備事業 

工事区分 補助基準額 対象経費 

防犯対策強

化整備 

防犯対策の整備に係る工事費につ

いては次の取扱いとし、国庫補助の内

示が得られた事業を対象とする。 

（１）門、フェンス等の外構の設置、

修繕等 

次のいずれか低い方の価格を基

準に市長が必要と認めた額とする。 

ア 公的機関等の見積り 

イ 工事請負業者２社の見積り 

ただし、ア、イのいずれかの見積

り額が 300,000 円未満の場合は、本

事業の対象としない。 

（２）非常通報装置等の設置 

次のいずれか低い方の価格と

1,800,000 円を比較して少ない額

を基準とする。 

ア 公的機関等の見積り 

イ 工事請負業者２社の見積り 

ただし、ア、イのいずれかの見積

り額が 300,000 円未満の場合は、本

事業の対象としない。 

防犯対策に必要な工事費又は工事請

負費及び工事事務費（工事施工のため直

接必要な事務に要する費用であって、旅

費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費

及び設計監督料等をいい、その額は、工

事費又は工事請負費の２．６％に相当す

る額を限度額とする。）、実施設計に要す

る費用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目と

は別の種目において別途交付対象とす

る費用を除き、工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分

担金及び適当と認められる購入費等を

含む。 

 

（８）防音壁整備事業 

工事区分 補助基準額 対象経費 

防音壁 

整備 

防音壁の整備に係る工事費につい

ては次の取扱いとし、国庫補助の内示

が得られた事業を対象とする。 

１施設あたりの基準額を令和７年

９月１９日こ成事第４９７号通知別

紙「就学前教育・保育施設整備交付金

交付要綱」により定める額とし、１施

設の総事業費が２５０万円を超える

ものとする。 

 

防音壁整備に必要な工事費又は工事

請負費及び工事事務費（工事施工のため

直接必要な事務に要する費用であって、

旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本

費及び設計監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の２．６％に相当

する額を限度額とする。）、実施設計に要

する費用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目と

は別の種目において別途交付対象とす

る費用を除き、工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分

担金及び適当と認められる購入費等を

含む。 

 

 

２ 補助率 

  補助基準額の３／４ 

 

ただし、別表第１の対象経費区分のうち「その他」に該当するものについては、当該補助率及び

第７条に規定する端数処理によらず、市長が特に必要と認める額を補助することができるもの

とする。 

  



別表第３（第６条第１項第２号関係） 

 

１ 補助基準額 

（１） 建築工事費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設  107,850,000 円を補助基準額とする。 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

市長が別に定める基準による額。 

大規模 

修 繕 
市長が別に定める基準による額。 

 

（２） 設計費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

（１）で算出する補助基準額に３．５％を乗じて得た額 

 

（３） 設計監理費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

（１）で算出する補助基準額に１．５％を乗じて得た額。 

 

（４） 初度調弁費 

工事区分 補 助 基 準 額 

新 設 
 １人当たりの本市補助単価（51,000 円／人とする。）に定員を乗じて得

た額。 



（５） 仮設施設整備工事に伴う土地の賃借料 

工事区分 補 助 基 準 額 

増 築 

改 築 

増改築 

一部改築 

大規模修繕 

土地賃借料については「民間児童福祉施設土地賃借料助成金交付要綱」

に準じて得た額とする。 

 

 

２ 補助率 

補助基準額の３／４ 

 

ただし、別表第１の対象経費区分のうち「その他」並びに別表第３の１（１）「建築工事費」の

うち工事区分「増築・改築・増改築・一部改築」及び「大規模修繕」に該当するものについては、

当該補助率によらず、市長が特に必要と認める額を補助することができるものとする。 

 

 


